
相

続

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（
受
託
者
の
営
業
所
等
に
お
け
る
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
等
）

（
受
託
者
の
営
業
所
等
に
お
け
る
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
等
）

第
七
条

受
託
者
の
営
業
所
等
の
長
は
、
そ
の
作
成
し
た
施
行
令
第
四
条
の
二
十
第
一
項

第
七
条

受
託
者
の
営
業
所
等
の
長
は
、
そ
の
作
成
し
た
施
行
令
第
四
条
の
二
十
第
一
項

に
規
定
す
る
帳
簿
並
び
に
障
害
者
非
課
税
信
託
申
告
書
（
当
該
障
害
者
非
課
税
信
託
申

に
規
定
す
る
帳
簿
並
び
に
障
害
者
非
課
税
信
託
申
告
書
（
当
該
障
害
者
非
課
税
信
託
申

告
書
に
添
付
さ
れ
た
施
行
令
第
四
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書

告
書
に
添
付
さ
れ
た
施
行
令
第
四
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書

類
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
障
害
者
非
課
税
信
託
取
消
申
告
書
、
障
害
者

類
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
障
害
者
非
課
税
信
託
取
消
申
告
書
、
障
害
者

非
課
税
信
託
廃
止
申
告
書
及
び
施
行
令
第
四
条
の
十
六
第
三
項
に
規
定
す
る
障
害
者
非

非
課
税
信
託
廃
止
申
告
書
及
び
施
行
令
第
四
条
の
十
六
第
三
項
に
規
定
す
る
障
害
者
非

課
税
信
託
に
関
す
る
異
動
申
告
書
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
障
害
者
非
課

課
税
信
託
に
関
す
る
異
動
申
告
書
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
障
害
者
非
課
税
信
託

税
信
託
に
関
す
る
異
動
申
告
書
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
、
各
人
別
に
整
理
し
、
当
該

に
関
す
る
異
動
申
告
書
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
、
各
人
別
に
整
理
し
、
当
該
帳
簿
及

帳
簿
及
び
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
係
る
特
定
障
害
者
扶
養
信
託
契
約
に
基
づ
い
て
財
産
の

び
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
係
る
特
定
障
害
者
扶
養
信
託
契
約
に
基
づ
い
て
財
産
の
信
託
が

信
託
が
さ
れ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
又
は
当

さ
れ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
又
は
当
該
信
託

該
信
託
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
十
二
月
三
十
一
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま

が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
十
二
月
三
十
一
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
保
存

で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

省

略

２

同

上

（
障
害
者
非
課
税
信
託
申
告
書
等
の
書
式
）

（
障
害
者
非
課
税
信
託
申
告
書
等
の
書
式
）

第
八
条

省

略

第
八
条

同

上

２

国
税
庁
長
官
は
、
第
一
号
書
式
か
ら
第
四
号
書
式
ま
で
に
定
め
る
書
式
に
つ
い
て
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
所
要
の
事
項
を
付
記
す
る
こ
と
又
は
一
部
の
事
項
を
削
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
税
庁
長
官
は
、
併
せ
て
こ
れ
ら
の
用
紙
の
大
き
さ

を
第
一
号
書
式
か
ら
第
四
号
書
式
ま
で
に
定
め
る
大
き
さ
以
外
の
大
き
さ
（
産
業
標
準

化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
（
日
本
産
業
規
格
）

に
規
定
す
る
日
本
産
業
規
格
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
調
書
の
書
式
）

（
調
書
の
書
式
）

第
三
十
一
条

省

略

第
三
十
一
条

同

上

２

国
税
庁
長
官
は
、
第
五
号
書
式
か
ら
第
九
号
書
式
ま
で
に
定
め
る
書
式
に
つ
い
て
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
所
要
の
事
項
を
付
記
す
る
こ
と
又
は
一
部
の
事
項
を
削
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
税
庁
長
官
は
、
併
せ
て
こ
れ
ら
の
用
紙
の
大
き
さ

を
第
五
号
書
式
か
ら
第
九
号
書
式
ま
で
に
定
め
る
大
き
さ
以
外
の
大
き
さ
（
産
業
標
準

1



化
法
第
二
十
条
第
一
項
（
日
本
産
業
規
格
）
に
規
定
す
る
日
本
産
業
規
格
に
適
合
す
る

も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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